
平成30年度　有田町立曲川小学校　学校評価結果

１　学校教育目標

領域 評価項目
評価の観点

（具体的評価項目）
具体的方策

成果と課題
(左記の理由）

具体的な改善策・向上策

交通安全

・交通安全の意識や技能を高めるための手
立ての開発・普及ができたか。

・子供たちに交通安全指導を行うことができ
たか。

・安全に子どもたちが登校できるように、子ども見守り隊の方々に支
援を依頼し、安全安心な環境づくりへの感謝の気持ちを子どもたち
が持てるような場づくりを行う。
・PTA役員と職員が歩いて通学路の点検を行い、校区安全マップを
見直す。
・下学年に道路の歩き方教室、上学年に自転車の乗り方教室など
各学年に応じた交通教室の実施するとともに、顔を上げて歩く・運転
することの大切さを学校全体で指導する。

・日ごろから校長が見守り隊の方との会話や防犯ボランティア会議への参加
を通して現状の把握を行い、学校職員への伝達・共通理解を測りながら、児
童の指導に努めてきた。また校区内巡視や朝の交通指導を定期的に行い、
登校の様子を把握し、指導につなげている。
・校区の安全マップの点検と通学路の点検をPTAの専門部を中心に実施し
た。
・5月に交通教室を計画した。下学年は警察の方と交通指導員の方の指導で
安全な道路の歩き方や渡り方などの指導を受けた。

・班登校におけるいくつかの班で、ばらけや遅れが目立つ点がある。
その点を踏まえた上で、学校での指導とともに家庭での指導もお願
いする必要がある。
・安全マップについては大きな変更点はないが、不審者事案も増加し
ており、警察署とも連携を図り、不審者対応にも力点を置く必要があ
る。
・交通指導は、月1回にとどまらず、短時間でもよいので、複数回行う
ことがより高い効果があると考える。
・防犯カメラの設置を来年度に行う。

あいさつ・返事
・子どもたちが学校内に限らず、地域におい
ても、自ら率先してあいさつや返事ができた
か。

・あいさつを啓発する「のぼり」を活用し、児童・職員に挨拶を頑張ろ
うとする意識をもたせる。
・職員が率先してあいさつを行い、児童の模範となるように努める。
・学習規律の徹底に努め、あいさつや返事が響く学校生活の場づく
りに努める。
・児童に家庭、地域でのあいさつを推進するとともに、家庭や地域に
も児童の様子や現状を知らせていく。

・あいさつ強化週間を学期に1回ずつ設け、取り組みが積極的な子の紹介を
するなど、あいさつの意識づけを行った。その週間は全校児童がとても元気
のよいあいさつが校舎内外で聞かれた。
・一方、学期を追うにつれ、地域でのあいさつに元気がなくなったり、自ら積極
的にあいさつをすることが少なくなったりしたと聞くこともあった。

・学校だけでなく、地域、家庭でもあいさつの輪が広がるように、情報
発信をいろいろな機会にしていく。
・学校では教職員自ら積極的にあいさつの声をかけ、気持ちのよい
あいさつ風土を醸成していく。

●健康・体つくり
・運動習慣の改善や定着ができたか。

・食育を推進することができたか。

・校内水泳大会や持久走大会、サガンキッズスポーツチャレンジの
取り組み等を実施し、計画的な練習や個人目標を意識させ、児童の
体力や運動能力を高めていく。
・15分休み時間に外遊びを奨励し、毎週１回は外遊びをするように
声をかける。
・手洗いの習慣を定着させるとともに、ハンカチ・ちり紙の携行や爪
の状況を点検し、衛生や健康に気を付けさせる。
・栄養教諭や養護教諭との連携を図り、児童の実態に即した食育指
導を行う。

・子どもたちはどの行事も本番に向けて意欲的に取り組むことができた。
・サガンチャレンジについては運動委員会を中心に推進しようとしたが、学年
で継続して取り組めない所があった。
・跳び箱を運ぶ台車や陸上トラックのポイント、Tボールなど体育用具を充実さ
せることができた。
・15分休みや昼休みの外遊びについては高学年を中心に元気に遊ぶことが
できている。しかしサッカーボールの扱い方がよくない。
・1月に入り、インフルエンザの流行があったが泡石鹸による手洗い、アルコー
ルによる台ふき等で感染拡大に努めることができた。
・携行品、爪切り等を点検したり、夏の暑い時には睡眠時間や朝食の有無を
調べたりすることで、児童に衛星や健康を意識させることができた。
・栄養教育と連携を図り、どの学年も食育指導を行うことができた。

・持久走大会の記録を6年間保管しておくことで、大会前に前年度の
自分の記録を見たり、当該学年のトップ記録を知ったりすることで個
人目標を持ちやすくさせる。
・全校集会等で運動委員会を中心に正しいボールの使い方を伝えて
いく必要がある。
・休み時間の遊び方がサッカーや鬼ごっこに集中しているので、他の
遊びの推奨を行う。
・衛生面については、インフルエンザが流行する前にマスク等を用い
て感染の予防に努める。
・食育については、引き続き栄養教諭を中心として各学年の実態に
応じた指導を実践していく。

領域 評価項目
評価の観点

（具体的評価項目）
具体的方策

成果と課題
(左記の理由）

具体的な改善策・向上策

○学校経営方針
・学校教育目標、「めざす子ども像」の周知
はできたか。

・学校だよりやホームページ、ＰＴＡ総会・役員会等で、具体的な取
組を紹介する。
・全校朝会や学級の時間等、折にふれ周知する。

・学校だより、ホームページで発信したが、周知が不十分であった。教職員は
100%、保護者の周知は83%で、児童は75%であった。
・一方で、はなまる連絡帳の受信ができない保護者もいて、連絡が行き届か
ない点もあった。

・学校だより、ホームページに掲載することはもちろんであるが、その
後、機会あるごとに周知徹底を図る取組が必要である。たとえば、
PTA常任委員会のレジュメに掲載したり、はなまるメールの行事予定
で広報したりする。

○教職員の資質
向上

・教師として、情熱と愛情を持って児童に接
しているか。

・全教育活動、全教科の授業を通して、交流活動や振返り活動を活
性化させるように職員で共通理解をしながら取り組む。
・毎週、職員連絡会を実施し、管理職のリーダーシップのもと、支援
を要する児童についての担任と他職員との相互理解と支援体制を
構築し、チームとして対応していく。また問題行動等への未然防止、
早期発見・早期対応、事後対応についても、チームとして取り組んで
いく。

・長期休業期間を利用して、職員研修(危機管理研修、特別支援教育研修、
教育相談研修、人権・同和教育研修)に取り組むことができた。また資質向上
に向け、可能な限り、県、事務所、町の研修会に参加してもらい、教職員の資
質向上を図った。

・長期休業中だけでなく、時間を捻出し、定期的に職員研修を位置付
ける。
・授業に支障がない範囲で教育センター受講をする。また出張報告
の場を設け、全職員の資質向上を図る。

●学力の向上

・基礎的・基本的な学力が身についたか。

・自ら学ぼうとする力や他と学び合う力を育
成することができたか。

・各学年の「家庭学習の手引き」を活用し、家庭学習の効果的な与
え方の工夫を行う。また、「朝の時間」を有効に活用し、基礎・基本
の定着に向けたドリル的な学習と家庭学習との連携を図る。
・基本的な学習スタイルの確立を進め、自ら学ぶ「楽しさ」と「学び
方」を低学年の段階から習得させるための取組を実践する。
・校内研究を中心に、主体的・対話的な学びの場の充実を図る。

・家庭学習の取り組み方の観点を与えたことや家庭学習定着週間を設定する
ことで児童との家庭学習への取組の意識が高まった。
・国語タイムの実施時間の確保が難しかった。
・学び合いの流れを各教室に掲示し、思考カードを活用することで学び合いの
やり方やその意義を全職員で共通理解できた。

・家庭学習に出す量や内容が担任裁量になっているので、量や内容
等もある程度6学年の流れを作るとよいと考える。
・国語タイムの実施時間の確保が必要。

○読書指導の推
進

・日常的に読書を楽しもうとする態度を育て
ることができたか。

・家庭への「ノーテレビ・ノーゲームデー」の理解と実践を啓発する。
・学校図書館の環境づくりや児童の委員会による読書推進の取り組
みを進めるとともに、図書館の使い方についても定期的に指導を継
続する。

・図書館祭りや平和集会、人権集会を通して、図書の紹介をし、啓発を行っ
た。
・児童の選書には偏りがあるため学年に応じた指導をした。今後も継続した指
導が必要である。
・「ノーテレビデ・ノーゲームー」は各学級度取り組んでもらった。

・委員会活動を通して、お勧めの本を選定したり図書室におすすめ
コーナーを作ったりすることで、さらに啓発を行っていく。
・各学年のおすすめの本を紹介したり国語の学習と関連させたりし
て、児童の読書の質を高めていくようにする。
・「ノーテレビ・ノーゲームデー」のとりくみについてはよい実践があれ
ば紹介するなどして取組を継続していく。

①命を大切にし、健全な心や体づくりの推進　～たくましい心や体を育てる～
②自ら学ぶ喜びを味わい、主体的・対話的な学習の推進　～授業で育てる～
③豊かな心を育む体験活動の推進　～ねばり強く挑戦する心を育てる～

２　本年度の重点目標

心身ともに健全で、自ら考え行動し、豊かな人間性をもつ子
どもの育成

教育活動

・学校教育目標については、めざす子ども像を「た・み・こ」の合
言葉で教職員、保護者、児童、それぞれの認知度を９０％以上
にする。

学校運営

達成度

B

B

・全職員で共通理解のもと、児童理解や支援方策の具体化の推
進を図るとともに、管理職のリーダーシップのもと、学校全体で
チームとしての対応を図る。

B

・各教科の基礎的・基本的な課題に対し、80パーセント以上の正
答率を目指す。
・教師自身が日頃からの授業を磨き、自ら考え学ぼうとする力及
び他と学び合う力の向上を図るとともに、主体的・対話的に学習
に取り組む力を高める。
・１時間１時間の授業を大切にしながら、研究授業(全学級必ず
授業公開)で本校のテーマに迫る。

B

A

B

A

②自ら学ぶ喜びを味わい、主体的・対話的な学習の推進　～授業で育てる～

具体的目標

・児童の運動意欲を高められる体育的行事を計画する。
・体育の授業において、単元ごとに自己目標に向かって意欲的
に取り組ませる。
・サガンキッズスポーツチャレンジの取り組みを体育や縦割り活
動に組み入れる。
・各学年で計画的な食育指導を行い、年１回以上の授業(12月)
を実施する。

達成度

教育活動

・「ノーテレビ・ノーゲームデー」を活用し、家読（家族との読書）
の推奨を進める。
・学校図書館の充実を図るとともに、図書館の学習での活用や
読書の質を高める取り組みを行う。

３　目標・評価

①命を大切にし、健全な心や体づくりの推進　～たくましい心や体を育てる～

具体的目標

・登校班で8時までに安全に集団登校できるように、子ども見守
り隊の方や関係機関の方々に協力を依頼するとともに、児童
に、お世話になっている方々への感謝の気持ちを持たせる。
・PTA役員と通学路の合同点検を行い、校区安全マップを見直
し、安全に生活しようとする意識を持たせる。
・交通教室を実施し、様々な交通場面における危険性を理解さ
せ、交通安全の大切さに気づかせる。

・学級・学校の支持的風土や雰囲気づくりに取り組み、学校内で
のあいさつや返事が自然と出てくる意識を醸成する。
・登下校中や地域での活動において、元気で笑顔にあふれたあ
いさつができるように継続的な指導をするとともに、地域への啓
発を行う。

重点目標を具体的に評価するための項目や指標を盛り込む

達成度

Ａ：ほぼ達成できた
Ｂ：概ね達成できた

Ｃ：やや不十分である

Ｄ：不十分である

資料



領域 評価項目
評価の観点

（具体的評価項目）
具体的方策

成果と課題
(左記の理由）

具体的な改善策・向上策

○開かれた学校
づくり

・保護者や地域と連携できたか。

・学校情報を積極的に公開できたか。

・保護者や地域住民をゲストティーチャーに招き、児童との交流を積
極的に行う。
・学校だよりを毎月発行する。
・ホームページの更新を毎月行う。
・はなまる連絡帳(月行事)の更新を毎月行う。

・はなまる連絡帳、ホームページ、プリント等で学校の様子、学校行事計画を
知らせることができた。また緊急時(風水害、行事変更等)も知らせることがで
きた。

・今後も継続して、保護者、地域に情報発信をしていく。ただし、情報
発信者不在の際や緊急の際も滞りなくできるように、複数人の職員
を担当に位置付ける。

●業務改善・教
職員の働き方改
革の推進

・学校事務共同実施が能率的・効率的にで
きたか。

・業務効率化の推進が図れたか。

・文書処理、校納金処理、教職員補助(教材・教具購入等)を行う。
・ICT支援員を積極的に活用し、動画教材の作成や、能率的なデー
タ管理・保管を行う。
・デジタル教材の共有化、管理の徹底を行う。
・職員フォルダに資料を事前に入れ、協議の時間を確保する。

・ICT機器の利活用、学校行事の見直し等で子どもと向き合う時間の確保を試
みたが、十分ではなかった。今年度は長期休業中に学校行事を消化できな
かったこともあり、特に2学期は窮屈であった。

・学級担任が子どもとじっくりと向き合う時間、教材研究をする時間の
確保のために、さらに行事の厳選、ICTの効率的・能率的な活用
(データ化、共有化)をする。

●心の教育
・道徳教育の充実及び人権意識の向上は
図れたか。

・各学級、道徳の参観授業を１回以上実施する。
・「道徳ノート」の効果的な使い方について全職員で研修を深める。
・校内研究や日々の授業の中で人権・同和教育の視点に留意して
取り組む。

・ふれあい道徳の授業参観を6月に実施した。
・各学級、学年に応じた教材や資料を用いて人権学習を重ねることができた。
・平和集会、児童集会では子どもたちが主体となって取り組み、事前事後の
学習もそれぞれの学級でなされている。
・全職員が1年間を振り返ったレポートを書いて研修会を行い、成果と課題を
明らかにした。

・ふれあい道徳の授業参観以外に、保護者と一緒に道徳性を考える
授業参観や、日頃の授業の在り方を見つめる。
・人権意識を高めるために日常の小さなことにも目を向けさせ、差別
を見抜く目を育てる。
・教師自身が常に自分の差別性と向き合う。

●いじめの問題
への対応

・いじめの実態把握に努め、教育相談体制
の充実は図れたか。

・日々の観察とともに、「友だちアンケート」やＱ－Ｕテストを行って児
童の実態を把握する。その結果をもとに、個別に面談を行い、いじ
め等の早期発見に努める。また、学級の状態やいじめについての
研修を行い、児童の把握やいじめのメカニズム等について理解を深
める。
・ＳＣやＳＳＷ来校日には、児童が相談しやすいように場の設定や保
護者への情報提供を行う。

・いじめ調査や日常生活の中で未然防止、早期発見に努めた。関係児童の
聴き取り、保護者への連絡等々早急な対応ができ、重大事案へつながること
はなかった。
・職員連絡会で出される気になる児童、その保護者について、必要に応じて
SCやSSWとの面談や様子観察に繋げ、学校での対応についての助言、外部
機関への繋がり等得られた。
・「こころのアンケート」やQUの実施により、児童の心の状態を把握し、タイム
リーで細やかな対応に繋がった。
・日々の観察により把握した児童同士の事象について職員間で連絡をとり、
適切な対応がなされた。

・今後もいじめに関してはアンテナを高くして、些細な事案でも見逃さ
ず、未然防止に努めるように、職員間で常に連絡を取り合う。
・全校児童の様子について、今年度同様全職員での共通理解の場
を設け、対応について考える。
・「こころのアンケート」を受けて、職員間で情報共有を行い、面談者
の幅を広げていく。
・児童に対して自己肯定感の上げ方についての研修会を実施し、よ
り具体的な言葉かけについて身に着ける。
・特別支援学校との連携を図り、巡回相談を重ねる。

○体験活動の充
実

・地場産業としての窯業・農業等を体験させ
ることができたか。

・窯業体験活動（焼き物づくり）に取り組む。特に校内焼き物展（柿右
衛門展）に向けた全学年での「焼き物づくり」において、地域の伝統
工芸士や有田工業高校生とかかわる中で、有田の伝統とよさにふ
れ、感動を味わわせる。
・農業体験活動（野菜・米づくり等）に取り組む。

・全校児童が焼き物づくりに取り組んだ。各学年ごとのテーマにそって伝統工
芸士の方や高校生にアドバイスをしてもらいながら作り上げることができた。
・1、2年生で野菜づくり、3年生で大豆づくり、5年生で米作りに取り組み、農業
の大変さや収穫の喜びを感じることができた。

・窯業、農業体験は年度当初から計画的に実施できている。
・米作りに関しては5年生の負担が大きいので、負担軽減が必要であ
る。

○特別支援教育
の充実

・特別な支援や配慮を要する人（児童を含
む）に対する意識の向上は図れたか。

・夏季休業中に講師を招聘しての特別支援教育の研修を全職員対
象で行う。
・気になる子の共通理解の場を週１回の職員連絡会で行う。また、
特別支援教育コーディネータや特別支援教育支援員を中心とした
支援会議を随時行い、児童の状況や対応の方策を話し合う。
・必要に応じて特別支援学校と連携し、巡回相談を実施する。

・夏季休業中にスクールカウンセラーや他校の先生を講師に招き、「気になる
子どもの理解と支援」「発達障害のある子どもの理解と支援」「QUテスト結果
の考察と今後の取り組み」について全職員対象に研修を行った。
・週1回の職員連絡会で気になる子の情報を共有したり、必要に応じて校内支
援委員会を行ったりして児童の理解や対応について話し合った。
・特別支援学校の巡回相談を実施し、支援についての助言を受け指導に生
かした。
・全校朝会で、特別支援学級について全校児童に話し、理解を図った。

・特別支援学級だけでなく、通常学級の支援が必要な児童は増加傾
向にあるので、全職員で共通理解のもと指導にあたる。そのために
も研修会や支援委員会を計画的に行う。
・職員の校務分掌の中で、教育相談部を設け、職員を配置する。
・特別支援学校など専門機関との連携を図る。

○幼保小連携及
び小中連携の推
進

・こども園、幼稚園、保育園や中学校と連携
し、子どもの実態把握や情報の共有が有効
に働いたか。

・夏季休業中に各園に出向き、幼児の実態や指導の様子を観察す
る。また、小中連携事業を通して、お互いの授業実践等を参観す
る。
・特別な支援を要する子や不登校の子など、対応を必要とする事案
を共有する場を設定し、よりよい対応策を考えるとともに、指導の実
際をつなげていく。

・夏季休業中の各園への参観については予定通り行い、貴重な情報収集の
場となった。
・幼保小連携協議会において、各園より支援を要する児童の情報を得たり、
学校での取り組みなどを知ってもらったりすることで、入学前後の指導に生か
すことができた。

・各園からの情報を職員間で共有し、新1年生に対して共通理解して
行動するようにする。

領域 評価項目
評価の観点

（具体的評価項目）
具体的方策

成果と課題
(左記の理由）

具体的な改善策

●は共通評価項目、○は独自評価項目

・特に「特別支援教育の充実」「いじめ防止対策」「業務改善(子どもとじっくりと向き合う時間の確保)」が課題である。特別支援教育コーディネーターが今年度定年退職を迎える上に、知的特別支援学級が新設される。また各学級においても発達特性を持った子が増えてきている現状である。教職員一人一
人が特別支援教育の研修を積み、子どもの特性に合った支援をしていく必要がある。また、いじめも20件弱認知した。まだまだ見逃していたり、重大事案につながりかねなかったりした事案が隠れている可能性がある。子どもたちとしっかり向き合い、アンテナを高く、広く張って子どもたちの心に向き合う。
子どもたちとじっくり向き合うためにも、私たちの業務改善が必要である。学校行事の厳選をはじめ、見通しを持った業務遂行、一人の職員に加重負担にならないような学校の協力体制を構築する。

A

A

B

A

B

４　　本年度のまとめ　・　次年度の取組

具体的目標 達成度

本年度の重点目標に含まれない共通評価項目

学校運営

・保護者や地域住民と連携した教育活動を、各学年1回以上実
践する。
・学校便りやホームページ、はなまる連絡帳を通し、積極的な情
報発信に取り組む。

教育活動

・各学級、道徳の参観授業を１回以上実施する。
・校内研究や日々の授業の中で人権・同和教育の視点に留意し
て取り組む。

・「いじめ防止基本方針」に則り、いじめの未然防止、早期発見、
臨場指導(いじめ覚知・認知の際)、事後指導に努める。
・ＳＣやSSW等、関係機関と連携して、教育相談体制を充実させ
る。

・窯業及び農業等の体験活動を地域のゲストティーチャーを招き
ながら、計画的に行う。

・児童理解に向けた教職員の研修を行うとともに、週１回の気に
なる子の共通理解の場を設定する。
・インクルーシブ教育や合理的配慮の実現に向けて、全職員で
共通理解のもと取り組む。

・保育参観や小・中学校の授業参観を通して、幼児・児童・生徒
の実態を把握する。
・園や中学校との連絡会を通して、それぞれが抱える課題等を
共有し、見通しを持った指導につなげていく。

達成度

A

③豊かな心を育む体験活動の推進　～ねばり強く挑戦する心を育てる～

具体的目標

・学校業務を改善し、教員が子どもと向き合う時間、語り合う、ふ
れ合う時間を確保できるように工夫する。
・デジタル教科書、書画カメラ、電子黒板等のICT機器を1日1回
以上活用する。
・会議、研修会資料等は事前に配布し、効率的に業務を進めら
れるようにする。

C


